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「
民
泊
営
業
は
規
約
違
反
」 

裁
判
資
料
に
よ
れ
ば
、

男
性
は
２
０
０
７
年
に

大
阪
・
日
本
橋
の
１
５
階

建
て
マ
ン
シ
ョ
ン
（
築

１
４
年
、
約
７
０
戸
）

の
１
０
階
の
１
住
戸

（
約
７
０
平
方
メ
ー
ト

ル
）
を
購
入
。
１
４
年

１
１
月
ご
ろ
か
ら
仲
介

業
者
の
サ
イ
ト
を
通

じ
て
申
し
込
ん
だ
外

国
人
旅
行
者
ら
２
～

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
３
月
改
訂
へ

１
／
 １８ 
素
案
の
概
要
を
公
表 
東
京
都

東
京
都
は
１
月
１

８
日
、
昨
年
１
２
月
１

５
日
に
行
わ
れ
た
「
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
改
定
検
討

会
」（
齋
藤
広
子
座
長
）

の
第
一
回
会
合
で
示

さ
れ
た
改
定
素
案
の

概
要
を
公
表
し
た
。
２

０
０
５
年
１
０
月
の

策
定
以
来
、
初
め
て
大

幅
な
改
定
を
行
う
。
都

の
「
良
質
な
マ
ン
シ
ョ

ン
ス
ト
ッ
ク
の
形
成

促
進
計
画
」
に
則
し
、

耐
震
化
や
老
朽
化
マ

ン
シ
ョ
ン
の
再
生
を

重
視
し
た
内
容
に
す

る
。
３
月
中
に
改
定

す
る
予
定
だ
。 

管
理
組
合
の
運
営

等
に
つ
い
て
示
し
た

「
管
理
組
合
編
」
に

「
防
災
対
策
」「
耐
震

化
対
策
」「
マ
ン
シ
ョ

ン
再
生
」
の
項
目
を

新
設
す
る
。
防
災
対

策
で
は
自
主
防
災
組
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「
区
分
所
有
者
に

対
す
る
不
法
行
為
」

 50 
万
円
の
支
払
い
命
令

７
人
の
グ
ル
ー
プ
に

対
し
１
日
当
た
り
１

万
５
０
０
０
円
で
貸

す
営
業
を
開
始
し
た
。

利
用
期
間
は
最
長
９

日
程
度
。 

管
理
規
約
で
は
、
住

戸
部
分
の
用
途
は
住

宅
か
事
務
所
と
規
定

さ
れ
て
お
り
、
事
務
所

利
用
は
で
き
た
。
管
理

組
合
は
男
性
に
規
約

違
反
で
あ
る
こ
と
、
住

民
の
苦
情
な
ど
を
通

知
し
た
が
改
善
さ
れ

ず
、
１
５
年
３
月
に
規

約
を
改
正
し
実
質
的

な
宿
泊
施
設
と
し
て

の
使
用
を
禁
じ
る
規

定
な
ど
を
整
備
し
た

上
で
、
再
度
改
善
を
勧

告
し
た
が
従
わ
な
か

っ
た
た
め
、
昨
年
１

月
、
区
分
所
有
法
５
７

条
に
基
づ
く
行
為
の

停
止
と
損
害
賠
償
を

求
め
て
提
訴
し
た
。 

男
性
は
「
短
期
の
賃

貸
借
契
約
で
あ
る
」
と

反
論
。
区
分
所
有
者
の

経
済
的
利
益
を
「
理
事

や
理
事
会
の
好
み
で

不
当
に
制
限
さ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
」
と
主
張
し
た

が
、
大
阪
地
裁
は
男
性

の
賃
貸
営
業
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
広
く

募
集
し
、
約
１
年
９
ヶ

月
に
利
用
者
も
多
数

い
る
点
な
ど
か
ら
、
実

質
的
に
は
「
不
特
定
の

外
国
人
旅
行
者
を
対

象
と
す
る
い
わ
ゆ
る

民
泊
営
業
そ
の
も
の
」

と
認
定
し
、
民
泊
営
業

は
、
管
理
規
約
の
改
正

前
後
を
通
じ
て
「
明
ら

か
に
違
反
す
る
も
の
」

と
判
断
し
た
。
そ
の
上

で
「
共
同
の
利
益
に
反

す
る
状
況
が
発
生
し
、

規
約
改
正
や
注
意
・
勧

告
し
て
も
営
業
を
続

け
た
経
緯
を
重
視
。
男

性
の
民
泊
営
業
が
区

分
所
有
者
に
対
す
る

「
不
法
行
為
に
あ
た

る
」
と
判
断
し
、
弁
護

士
費
用
５
０
万
円
の

支
払
い
を
命
じ
た
。
停

止
請
求
は
住
戸
売
却

で
「
民
泊
営
業
は
終
了

し
た
」
と
し
て
棄
却
し

た
。
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
新
聞
１
０
２
８
号
）

織
の
結
成
や
防
災
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
成
等
を

推
進
。
耐
震
化
対
策

で
は
助
成
や
融
資
の

積
極
的
な
活
用
を
促

す
ほ
か
、
耐
震
改
修

に
つ
い
て
も
長
期
修

繕
計
画
に
盛
り
込
む

よ
う
明
記
す
る
。
マ

ン
シ
ョ
ン
再
生
で

は
、
早
期
に
再
生
の

方
向
性
を
検
討
す
る

よ
う
呼
び
か
け
る
方

針
。 

1/13 大阪地裁 

標
準
管
理
規
約
の

改
正
を
受
け
追
記
予

定
の
外
部
専
門
家
の

活
用
や
管
理
費
の
使

途
に
関
し
て
は
、
委
員

か
ら
「
外
部
専
門
家
に

は
賠
償
責
任
保
険
へ

の
加
入
に
努
め
る
旨

記
載
す
べ
き
」
、「
管
理

費
の
解
説
に
マ
ン
シ

管
理
規
約
に
違
反
し
、
居
室
で
い
わ
ゆ
る
「
民
泊
」
を
行
っ
て
い
た
区
分
所
有
者
に
対
し
管
理
組

合
が
共
同
の
利
益
に
反
す
る
と
し
て
区
分
所
有
法
５
７
条
１
項
に
基
づ
き
居
室
の
使
用
停
止
と
弁
護

士
費
用
５
０
万
円
の
支
払
い
を
求
め
た
訴
訟
の
判
決
が
１
月
１
３
日
に
大
阪
地
裁
で
あ
っ
た
。
池
田

聡
介
裁
判
官
は
、
民
泊
営
業
は
管
理
規
約
に
「
明
ら
か
に
違
反
す
る
も
の
」
だ
と
判
断
。
ご
み
の
放

置
な
ど
が
「
共
同
の
利
益
に
反
す
る
も
の
」
だ
と
認
定
し
、
区
分
所
有
者
側
に
５
０
万
円
の
支
払
い

を
命
じ
た
。
区
分
所
有
者
が
裁
判
中
に
部
屋
を
売
却
し
た
た
め
、
使
用
停
止
請
求
は
棄
却
し
た
。 

ョ
ン
に
お
け
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
重
要

性
を
加
え
た
方
が
よ

い
」
な
ど
の
意
見
が

寄
せ
ら
れ
た
。
都
は

今
後
詳
細
な
内
容
を

詰
め
る
。 

第
２
回
会
合
は
１

月
１

３
日

に
開

催

し
、
検
討
会
は
終
了
。

第
２
回
の
議
事
録
等

は
、
都
の
「
マ
ン
シ

ョ
ン
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
」
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
新
聞
１
０
２
８

号
） 

改正前の管理規約 
区分所有者は、その専有部分を次の各号に掲げる用途に
使用するものとし、他の用途に供してはならない。 
１ 住戸部分は住宅もしくは事務所として使用する 
２ 店舗・事務所部分は店舗もしくは事務所として使用

する 
３ 分譲駐車場部分は駐車場として使用する 

改正後の管理規約 
１ 住戸部分は住宅もしくは事務所として使用し、不特
定多数の実質的な宿泊施設、会社寮としての使用を禁じ
る。なお、本号の規定を順守しないことによって、他に
迷惑または損害を与えたときは、その区分所有者はこの
除去と賠償の責に任じなければならない。 
２  
３  

耐
震
性
・
再
生
を
重
視

（略） 
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編集後記 

先日お伺いしたマンションで、いわゆる“ゆるキャラ”を作っていました。かわいいぬいぐるみも製作されてお

り、マンションのＨＰやメディアの取材等で大いに活躍しているとのことです。次は着ぐるみも作るとのこと。

昨年マンション標準管理規約が改正され、コミュニティのあり方が問われる中、ある意味逆に積極的なＰＲに取

り組んでいる事例でありました。理事長曰く、「このマンションを“長屋”にしたい！」全５１５戸で地上２４階

の超大型マンションです。 

「
利
益
相
反
行
為
」
を
提
示 

化
指
針
で
「
工
事
の
発

注
等
は
利
益
相
反
等

に
注
意
し
て
適
正
に

行
わ
れ
る
必
要
が
あ

る
」
旨
が
管
理
組
合
の

留
意
事
項
に
盛
り
込

ま
れ
た
点
に
言
及
。
設

計
・
管
理
方
式
を
採
用

す
る
場
合
は
「
設
計
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
利

益
相
反
行
為
を
起
こ

さ
な
い
中
立
的
な
立

場
を
保
つ
形
で
施
行

会
社
の
選
定
が
公
正

に
行
わ
れ
る
よ
う
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
し
、
管
理
組
合
の
取

り
組
み
例
も
示
し
た

（
表
②
）。 

相
談
先
に
は
公
益

財
団
法
人
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
セ
ン
タ
ー
、

同
・
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
・
紛
争
処
理
支
援
セ

ン
タ
ー
を
挙
げ
て
い

る
。 一

方
、
建
設
労
働
者

の
社
会
保
険
未
加
入
問

題
を
受
け
、
現
在
業
界

が
契
約
見
積
り
に
適
切

な
法
定
福
利
費
の
計
上

と
発
注
者
の
理
解
に
取

り
組
ん
で
い
る
現
況
に

触
れ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

大
規
模
修
繕
の
発
注
に

際
し
て
も
、
適
切
な
法

定
福
利
相
当
額
を
含
ん

だ
額
で
契
約
を
結
ぶ
よ

う
求
め
て
い
る
。 

◇ 

通
知
は
一
般
社
団

法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
業
協
会
、
同
・
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
士
連
合

会
、
公
益
財
団
法
人
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ン

タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
全

国
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

連
合
会
宛
て
。 

通
知
で
示
し
た
事

例
は
、
同
省
・
マ
ン
シ

ョ
ン
政
策
課
が
実
施

し
た
工
事
発
注
に
関

す
る
実
態
調
査
で
行

っ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
で

得
ら
れ
た
証
言
等
を

引
用
し
た
。
（
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
新
聞
１
０

２
９
号
） 

発注適正化で通知 
通
知
名
は
「
設
計
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
活

用
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン

大
規
模
修
繕
工
事
の

発
注
等
の
相
談
窓
口

の
周
知
に
つ
い
て
」
。

住
宅
局
市
街
地
建
築

課
長
、
土
地
・
建
物
産

業
局
建
設
市
場
整
備

課
長
名
で
出
し
た
。 

通
知
で
は
、
大
規
模

修
繕
工
事
に
お
け
る

「
設
計
・
管
理
方
式
」

適
切
な
情
報
を
基
に

透
明
な
形
で
施
行
会

社
の
選
定
を
進
め
て

い
く
た
め
に
も
有
効

で
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
」
と
す
る
一
方
、

「
管
理
組
合
の
利
益

と
相
反
す
る
立
場
に

立
つ
設
計
コ
ン
サ
ル

ト
の
存
在
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
」
と
し
、

具
体
例
を
示
し
た
（
表

①
）
。 

そ
の
上
で
昨
年
３

月
に
改
正
さ
れ
た
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正

マ
ー
ジ
ン
得
よ
う
と
工
作

国交省 

設
計
コ
ン

サ

ル

の

大規模 
修 繕 

大
規
模
修
繕
工
事
に
お
け
る
「
設
計
・
管
理
方
式
」
で
設
計
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
が
管
理
組
合
の
利
益
と
相
反
す
る
立
場
に
つ
く
ケ
ー
ス
が
報
告
さ

れ
て
い
る
と
し
て
国
土
交
通
省
は
１
月
２
７
日
、
担
当
課
長
名
義
で
関
係

団
体
に
通
知
し
た
。
大
規
模
修
繕
で
の
ト
ラ
ブ
ル
や
疑
問
が
生
じ
た
と
き

は
、
公
益
財
団
法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
相
談
窓
口
の
活

用
を
周
知
す
る
よ
う
求
め
た
。 ①指摘されている事例 

 設計会社が、施工会社の候補 5社のうち特定の 1 社の見積金
額が低くなるよう、同社だけ少ない数量の工事内容を伝え、
当該 1社が施工会社として内定したが、契約前に当該事実が
発覚したため、管理組合が同設計会社に説明を求めると、当
該設計会社は業務の辞退を申し出た。このため、別の設計事
務所と契約し直したところ、辞退した設計会社の作成した工
事項目や仕様書に多数の問題点が発覚し、全ての書類を作り
直すこととなった。 

 一部のコンサルタントが自社にバックマージンを支払う施
行会社が受注できるように不適切な工作を行い、割高な工事
費や、過剰な工事項目・仕様の設定等に基づく発注等を誘導
するため、格安のコンサルタント料金で受託し、結果として、
管理組合に経済的な損失を及ぼす事態が発生している。 

② 取 り 組 み 事 例 
◯ 利益相反的な提案をしてきた設計会社を除外して選定した

事例 

 管理組合において、公開資料に記載の実績等を基に 3社に見
積もりを依頼し、設計会社を決定。3 社のうち 2 社は、設計
費は安価だったものの、工事とセットでの契約が条件となっ
ており、かえって高額になるため、選定されなかったもの。 
 管理組合において、新聞・雑誌・経験上の知識等の情報を
基に 15 社に見積りを依頼し、うち 7 社から見積もりが提出
され、金額・内容・実績等を勘案し、上位 2社に絞り込んだ。
工事項目の絞り込みなど工事費の削減に向けた提案を行っ
た施行会社を管理組合が決定。 

○施行会社を公募など透明な形で募集し、理事会における投
票・審議など公平な手続きの下で決定した事例 

 設計会社は、公募および紹介に基づく 13 社のうち、5 社に
関して管理組合の担当役員が個別面談を行い、予算超過であ
った最高値の会社と、設計業務を十分に行えないと考えられ
る額であった最安値の会社を除外し、3 社に絞り込み、組合
員で設計に詳しい者と相談しつつ、理事会の過半数賛成とな
るまで、理事会投票を数次重ね決定。 
 施行会社は管理組合からゼネコン 6社に提案を依頼し、書
類審査により 3 社に絞り込み、理事会投票を数次重ね決定。 


